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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外径が約６.５ｍｍのフェライトコアから成る磁性コアと、この磁性コアを中心に厚さ
が４．５５ｍｍ程度のポリエチレン樹脂から成る絶縁体を介して同軸的に設けられ、らせ
ん方向が相互に逆向きとなり、素線外径がそれぞれ０.２ｍｍの内部導体および外部導体
と、この外部導体の外方に設けられたポリエチレン樹脂から成る外被とを備えたらせん漏
洩同軸ケーブルにおいて、
　前記磁性コアの外径および前記絶縁体の外径は、絶縁体外径が１６ｍｍの現行の２車線
道路用のらせん漏洩同軸ケーブルと同様とされ、
　前記磁性コアの比透磁率をμ、前記内部導体の巻き付けピッチをＰ１、前記外部導体の
巻き付けピッチをＰ２としたときに、
　μ＝１３
　２．０≦（Ｐ２／Ｐ１）≦２．６
の条件を満足することを特徴とするらせん漏洩同軸ケーブル。
【請求項２】
　外径が約６.５ｍｍのフェライトコアから成る磁性コアと、この磁性コアを中心に厚さ
が４．５５ｍｍ程度のポリエチレン樹脂から成る絶縁体を介して同軸的に設けられ、らせ
ん方向が相互に逆向きとなり、素線外径がそれぞれ０.２ｍｍの内部導体および外部導体
と、この外部導体の外方に設けられたポリエチレン樹脂から成る外被とを備えたらせん漏
洩同軸ケーブルにおいて、
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　前記磁性コアの外径および前記絶縁体の外径は、絶縁体外径が１６ｍｍの現行の２車線
道路用のらせん漏洩同軸ケーブルと同様とされ、
　前記磁性コアの比透磁率をμ、前記内部導体の巻き付けピッチをＰ１、前記外部導体の
巻き付けピッチをＰ２としたときに、
　μ＝１５
　２．０≦（Ｐ２／Ｐ１）≦２．９
の条件を満足することを特徴とするらせん漏洩同軸ケーブル。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２記載のらせん漏洩同軸ケーブルにおいて、延線時に作用する張力
が前記絶縁体および（または）前記外被で負担されることを特徴とするらせん漏洩同軸ケ
ーブル。
【請求項４】
　請求項１又は請求項２記載のらせん漏洩同軸ケーブルの前記外被に、非金属性の支持線
が前記外被と一体的に設けられ、この支持線で延線時および（または）架線時に作用する
張力が負担されることを特徴とするらせん漏洩同軸ケーブル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、らせん漏洩同軸ケーブルに係わり、特に、中波放送帯の路側通信用アンテナ
ケーブルとして使用する場合に有用ならせん漏洩同軸ケーブル（一般には、ＳＬＣＸとも
称する。）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、中波放送帯を利用した路側通信システムにおいては、道路沿いの所要区間に中波
放送帯の電波を輻射させるらせん漏洩同軸ケーブルが布設され、当該電波がこの区間を走
行する車両のアンテナで受信され、カーラジオを介して聴取されるように構成されている
。
【０００３】
従来、この種の路側通信システムとしては、図４に示すようなものが知られている。同図
において、符号１は、上り側２および下り側３にそれぞれ追越車線２ａ、３ａ、走行車線
２ｂ、３ｂを有する片側２車線道路（以下、「２車線道路」という。）を示しており、こ
の２車線道路１のサービスエリア（約３ｋｍ）４の中央部付近には送信機５が設置されて
いる。しかして、この送信機５は、２車線道路１の中央分離帯６に設置された分配器７に
接続され、この分配器７には、中央分離帯６に長手方向に沿って布設されたらせん漏洩同
軸ケーブル８が接続されている。尚、図中、符号９は終端抵抗器、Ｗはらせん漏洩同軸ケ
ーブル８と走行車線２ｂ、３ｂの最遠側との幅方向の距離（以下、「離線距離」という。
）を示している。
【０００４】
次に、このような路側通信システムに使用されるらせん漏洩同軸ケーブルには、絶縁体外
径が１２ｍｍのケーブル（以下、「１２Ｄタイプのケーブル」という。）と、絶縁体外径
が１６ｍｍのケーブル（以下、「１６Ｄタイプのケーブル」という。）とがあり、これら
のケーブルは、それぞれ、表１に示すように、１０ｍ地点における結合損失（ｄＢ）の値
によって、３種別（１２ＤタイプのケーブルはＡ～Ｃのケーブルに、１６Ｄタイプのケー
ブルはＤ～Ｆのケーブル）に分けられる。
【０００５】
【表１】
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【０００６】
ここで、結合損失とは、発信器出力の開放端子電圧とケーブル近傍における電界強度の比
をいい、１０ｍ地点の結合損失には、ケーブルを通常の乾燥した土壌の上に直線状にころ
がし布設した状態でケーブルから直角方向１０ｍ（道路幅２車線における離線距離に対応
）、地上高１．２ｍ（平均車高に対応）の箇所におけるループアンテナで受信したときの
電界強度の測定値（測定値の長さ方向の５０％累積値）を用いており、また、１５ｍ地点
の結合損失には、ケーブルを通常の乾燥した土壌の上に直線状にころがし布設した状態で
ケーブルから直角方向１５ｍ（道路幅３車線における離線距離に対応）、地上高１．２ｍ
（平均車高に対応）の箇所におけるループアンテナで受信したときの電界強度の測定値（
測定値の長さ方向の５０％累積値）を用いている。一方、伝送損失は、ケーブルを通常の
乾燥した土壌の上に直線状にころがし布設した状態での測定値を用いている。尚、結合損
失及び伝送損失は、送信周波数が１６２０ｋＨｚの場合の値である。
【０００７】
ところで、近時においては、交通渋滞の緩和等から２車線道路１の走行車線２ｂ、３ｂ側
に新たに走行車線を追加する２車線道路の３車線化や、いわゆる片側３車線道路（以下、
「３車線道路」という。）の新設により、離線距離Ｗが１０ｍよりも５ｍ程度長くなり、
また、道路上の美観および植栽剪定の効率化等のため、らせん漏洩同軸ケーブルを、中央
分離帯６の内部や中央分離帯６の頂部に設けた管路内に布設するための検討が行なわれて
いる。このため、らせん漏洩同軸ケーブルを中央分離帯６の内部や中央分離帯６の頂部に
設けた管路内に布設した状態で、３車線道路に使用できるらせん漏洩同軸ケーブルの開発
が望まれている。
【０００８】
さらに、上述した３車線道路において、らせん漏洩同軸ケーブルから輻射された中波放送
帯の電波を、自動車のアンテナで受信してカーラジオで聴取するためには、一つのサービ
スエリアを約１．５ｋｍとした場合、この１．５ｋｍのサービスエリア内において、離線
距離Ｗが１５ｍの各地点における電界強度が最低６０ｄＢμＶ／ｍ必要とされる。
【０００９】
しかしながら、現行の２車線用のらせん漏洩同軸ケーブルを中央分離帯の内部や中央分離
帯の頂部に設けた管路内に布設し、一つのサービスエリアを１．５ｋｍ程度とした場合に
、電波法で規定されている最大出力（１０Ｗ）を送出しても、一つのサービスエリアの全
長にわたって１５ｍ地点の電界強度を上記の６０ｄＢμＶ／ｍとすることが困難であった
。
【００１０】
一方、一つのサービスエリアの全長を数百メートル程度と短くすれば、現行の２車線用の
らせん漏洩同軸ケーブルであっても、一つのサービスエリアの全長にわたって１５ｍ地点
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の電界強度を上記の６０ｄＢμＶ／ｍとすることも可能となるが、この場合、路側通信シ
ステムを設置する区間が長くなると、必要とする送信器の台数も多くなり、全体の路側通
信システム構築の上でコストアップを招くといった問題点があった。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
そこで、３車線道路用に対応し得る新規ならせん漏洩同軸ケーブルの開発が望まれている
が、かかるらせん漏洩同軸ケーブルの開発に際しては、伝送損失を少なくとも現行のらせ
ん漏洩同軸ケーブルと略同等の約１０ｄＢ／ｋｍにすることが望まれており、特性インピ
ーダンスについても、送信機や接続用ケーブルとのインピーダンスマッチングを図ること
から、現行のらせん漏洩同軸ケーブルと略同等の５０±５Ωにすることが望まれている。
また、布設場所の制約からも、絶縁体外径についても、最大で現行の１６Ｄタイプのケー
ブルと略同等にすることが望まれている。
【００１２】
本発明は、このような点に着目してなされたもので、一つのサービスエリアを１．５ｋｍ
程度とした場合に、中央分離帯の内部や中央分離帯の頂部に設けた管路内に布設した状態
で、電波法で規定された最大出力（１０Ｗ）の範囲内で、上記のサービスエリアの全長に
わたって３車線道路に対応することができ、また、伝送損失や特性インピーダンスも現行
のらせん漏洩同軸ケーブルと略同等で、しかも、絶縁体外径の最大径についても現行の１
６Ｄタイプのケーブルと略同等となるらせん漏洩同軸ケーブルを提供することを目的とし
ている。
【００１３】
　このような目的を達成するため、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルは、外径が約６.５
ｍｍのフェライトコアから成る磁性コアと、この磁性コアを中心に厚さが４．５５ｍｍ程
度のポリエチレン樹脂から成る絶縁体を介して同軸的に設けられ、らせん方向が相互に逆
向きとなり、素線外径がそれぞれ０.２ｍｍの内部導体および外部導体と、この外部導体
の外方に設けられたポリエチレン樹脂から成る外被とを備えたらせん漏洩同軸ケーブルに
おいて、磁性コアの外径および絶縁体の外径は、絶縁体外径が１６ｍｍの現行の２車線道
路用のらせん漏洩同軸ケーブルと同様とされ、磁性コアの比透磁率をμ、内部導体の巻き
付けピッチをＰ１、外部導体の巻き付けピッチをＰ２としたときに、μ＝１３、２．０≦
（Ｐ２／Ｐ１）≦２．６の条件を満足することを特徴としている。
【００１４】
　また、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルは、外径が約６.５ｍｍのフェライトコアから
成る磁性コアと、この磁性コアを中心に厚さが４．５５ｍｍ程度のポリエチレン樹脂から
成る絶縁体を介して同軸的に設けられ、らせん方向が相互に逆向きとなり、素線外径がそ
れぞれ０.２ｍｍの内部導体および外部導体と、この外部導体の外方に設けられたポリエ
チレン樹脂から成る外被とを備えたらせん漏洩同軸ケーブルにおいて、磁性コアの外径お
よび絶縁体の外径は、絶縁体外径が１６ｍｍの現行の２車線道路用のらせん漏洩同軸ケー
ブルと同様とされ、磁性コアの比透磁率をμ、内部導体の巻き付けピッチをＰ１、外部導
体の巻き付けピッチをＰ２としたときに、μ＝１５、２．０≦（Ｐ２／Ｐ１）≦２．９の
条件を満足することを特徴としている。
【００１５】
これらの本発明のらせん漏洩同軸ケーブルによれば、一つのサービスエリアを１．５ｋｍ
程度とした場合に、中央分離帯の内部や中央分離帯の頂部に設けた管路内に布設した状態
で、電波法で規定された最大出力（１０Ｗ）の範囲内で、上記のサービスエリアの全長に
わたって離線距離が１５ｍの各地点において、６０ｄＢμＶ／ｍの電界強度を確保するこ
とができ、また、伝送損失や特性インピーダンスも現行のらせん漏洩同軸ケーブルと略同
等で、しかも、絶縁体外径の最大径についても現行の１６Ｄタイプのケーブルと略同等と
することができる。
【００１６】
さらに、上述した本発明のらせん漏洩同軸ケーブルにおいては、延線時に作用する張力を
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前記絶縁体および（または）前記外被で負担させることが望ましい。
【００１７】
このような構成にすると、絶縁体および（または）外被に、漏洩する電磁波エネルギーを
吸収させることなく、延線時に作用する張力を負担させることができる。
【００１８】
また、上述した本発明のらせん漏洩同軸ケーブルにおいては、前記外被に、非金属性の支
持線が前記外被と一体的に設けられ、この支持線で延線時および（または）架線時に作用
する張力が負担される構成としてもよい。
【００１９】
このような構成にすることにより、支持線に、漏洩する電磁波エネルギーを吸収させるこ
となく、延線時および（または）架線時に作用する張力を負担させることができる。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルの好ましい実施の形態例について、図面を参照し
て説明する。
【００２１】
図１は、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルの端部を段剥した状態を示す斜視図である。同
図において、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルは、中心に、現行の１６Ｄタイプのケーブ
ルと同様に外径が約６．５ｍｍのフェライトコアから成る磁性コア１０を備えている。こ
こで、現行の磁性コア１０としては、比透磁率μが１０～１１程度のものが使用されてい
るが、本発明においては、比透磁率μが１３以上のものが使用される。これは、磁性コア
１０の比透磁率μを大きくすると、結合損失および伝送損失が小さくなることから、比透
磁率μを大きくすることが望ましいが、本発明者らの実験では、比透磁率μが１２程度で
は、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を満足するピッチ比が得られないことが確
認されたためである。一方、磁性コア１０として、比透磁率μが１３以上のものを用いる
と、後述するように、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を満足するピッチ比が得
られることから、比透磁率μが１３以上の磁性コア１０を使用している。尚、比透磁率μ
が１５の磁性コア１０を使用すると、後述するように、比透磁率μが１３の磁性コア１０
を使用したものに比し、許容ピッチ比が広がることになる。また、磁性コア１０として、
比透磁率μが余り大きなものを用いると、磁性コア１０の可撓性や伸びの特性から、問題
が生じるが、比透磁率μが１５程度では、特に問題が生じないことも確認されている。
【００２２】
また、磁性コア１０として、その外径が約６．５ｍｍのものを使用するのは、磁性コア１
０の外径は、本発明の目的に関して効果的なパラメータではなく、外径を大きくすれば、
絶縁体外径も必然的に大きくなり、ひいては従前のコネクタ等の使用が困難になることか
ら、現行の１６Ｄタイプのケーブルに合わせたものである。
【００２３】
次に、磁性コア１０の外方には、内部導体１１が設けられ、この内部導体１１の外方には
絶縁体１２が設けられている。
【００２４】
内部導体１１は、素線外径が０．２ｍｍの軟銅線を所要本数、例えば右方向に横巻きする
ことにより形成され、また、絶縁体１２は、電気絶縁性能に優れたポリエチレン樹脂を厚
さが４．５５ｍｍ程度となるように押出被覆することにより形成されている。これにより
、内部導体１１の外径が６．９ｍｍとなり、絶縁体１２の外径が１６．０ｍｍとなる。
【００２５】
しかして、この絶縁体１２の外方には、内部導体１１と同軸的に外部導体１３が設けられ
、この外部導体１３の外方には、例えば、黒色のポリエチレン樹脂を押出被覆して成る外
被１４が設けられている。
【００２６】
外部導体１３は、素線外径が０．２ｍｍの軟銅線を、内部導体１１のらせん方向と逆向き
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となるように、例えば、内部導体１１のらせん方向が右方向であれば左方向に所要本数横
巻きすることにより形成されている。尚、図中、Ｇは、らせん方向に形成されるギャップ
を示している。
【００２７】
ここで、内部導体の巻き付けピッチをＰ1、外部導体の巻き付けピッチをＰ2とすると、両
者のピッチ比Ｐ2／Ｐ1（以下、「ピッチ比（Ｐ2／Ｐ1）」という。）が大きくなると、伝
送損失が小さくなるが結合損失が大きくなる関係にある。
【００２８】
そこで、変動パラメータを、磁性コア１０の比透磁率μとピッチ比（Ｐ2／Ｐ1）として、
各種のらせん漏洩同軸ケーブル試作し、検討を行なった。
【００２９】
検討結果を表２、表３に示す。尚、同表において、総合評価欄の◎および○印は、伝送損
失および特性インピーダンスが現行の２車線道路用と略同等（伝送損失：約１０ｄＢ／ｋ
ｍ、特性インピーダンス：５０±５Ω）であり、絶縁体外径が２車線道路用の１６Ｄタイ
プのケーブルと同等（絶縁体外径：１６ｍｍ）であることを示している。
【００３０】
【表２】

【００３１】
表２は、磁性コアの比透磁率μを１５とした場合の測定結果を示しており、同表から、比
較例１～３では、何れにおいても、結合損失および伝送損失の双方の目標特性（結合損失
：５０ｄＢ以下、伝送損失：１０ｄＢ／ｋｍ以下）を満足する結果は得られないが、実施
例１～３では、何れにおいても、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を略満足して
いることが判る。尚、表２の結合損失は、長さ約１５０ｍの各ケーブルを通常の乾燥した
土壌の上に直線状にころがし布設した状態で、ケーブルから直角方向１０ｍ、地上高１．
２ｍの箇所におけるループアンテナで受信したときの電界強度の測定値（測定値の長さ方
向の５０％累積値）を用いて求めており、また、伝送損失は、ケーブルを通常の乾燥した
土壌の上に直線状にころがし布設した状態での測定値であり、送信周波数は１６２０ｋＨ
ｚである。
【００３２】
以上より、磁性コアの比透磁率μが１５の場合、ピッチ比（Ｐ2／Ｐ1）を２．０以上でか
つ２．９以下とすれば、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を満足するらせん漏洩
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同軸ケーブルが得られることが確認された。
【００３３】
【表３】

【００３４】
表３は、磁性コアの比透磁率μを１３とした場合の測定結果を示しており、同表から、比
較例１～４では、何れにおいても、結合損失および伝送損失の双方の目標特性（結合損失
：５０ｄＢ以下、伝送損失：１０ｄＢ／ｋｍ以下）を満足する結果は得られないが、実施
例１、２では、何れにおいても、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を略満足して
いることが判る。尚、表３の結合損失は、長さ約１５０ｍの各ケーブルを通常の乾燥した
土壌の上に直線状にころがし布設した状態で、ケーブルから直角方向１０ｍ、地上高１．
２ｍの箇所におけるループアンテナで受信したときの電界強度の測定値（測定値の長さ方
向の５０％累積値）を用いて求めており、また、伝送損失は、ケーブルを通常の乾燥した
土壌の上に直線状にころがし布設した状態での測定値であり、送信周波数は１６２０ｋＨ
ｚである。
【００３５】
以上より、磁性コアの比透磁率μが１３の場合、ピッチ比（Ｐ2／Ｐ1）を２．０以上でか
つ２．６以下とすれば、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を満足するらせん漏洩
同軸ケーブルが得られることが確認された。
【００３６】
ここで、電界強度と結合損失との関係について説明する。先ず、結合損失と伝送損失は反
比例の関係にあり、結合損失を５０ｄＢよりも小さくなるように設計すると、図３に示す
ように、伝送損失が急激に増加して、約１０ｄＢ／ｋｍの伝送損失を確保することが困難
になる。一方、伝送損失が実用上問題ない範囲となるような結合損失の最小値が約５０ｄ
Ｂであることが本発明者らの実験により確認されている。このような観点から、本発明に
おいては、結合損失の目標値を約５０ｄＢに設定している。また、離線距離が１０ｍ位置
での結合損失が約５０ｄＢであれば、一つのサービスエリアの長さが１．５ｋｍ程度とな
る場合であっても、その全長にわたって、電波法で規定されている最大出力（１０Ｗ）の
範囲内で、らせん漏洩同軸ケーブルを中央分離帯の内部や中央分離帯の頂部に設けた管路
内に布設した状態で、３車線道路の外側車線（離線距離が約１５ｍ地点）６０ｄＢμＶ／
ｍの電界強度を確保することができることも確認されている。
【００３７】
以上述べたように、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルによれば、中央分離帯の内部や中央
分離帯の頂部に設けた管路内に布設した状態で、一つのサービスエリアの長さが１．５ｋ
ｍ程度となる場合であっても、その全長にわたって、電波法で規定されている最大出力（
１０Ｗ）の範囲内で、結合損失および伝送損失の双方の目標特性を満足することができ、
換言すれば、離線距離が１５ｍの地点において、６０ｄＢμＶ／ｍの電界強度を確保する
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ことができる。また、絶縁体外径が１６．０ｍｍであることから、現行の１６Ｄタイプの
ケーブルを接続するコネクタ等を使用することができる。さらに、本発明のらせん漏洩同
軸ケーブルにおいては、内部導体の外方に絶縁体を有し、また外部導体の外方に外被を備
えていることから、絶縁体および（または）外被に延線時に作用する張力を負担させるこ
とができる。
【００３８】
図２は、本発明の他の実施例に係るらせん漏洩同軸ケーブルの斜視図を示している。尚、
同図において、図１と共通する部分には同一の符号を付して詳細な説明を省略する。
【００３９】
この実施例は，架空布設用のらせん漏洩同軸ケーブルの一例であるが、前述のらせん漏洩
同軸ケーブルと同様に、磁性コア１０の外方に、順次、内部導体１１、絶縁体１２及び外
部導体１３が設けられており、この外部導体１３の外方には、延線時および（または）架
線時に作用する張力を負担させるＦＲＰやアラミド繊維等から成る非金属性の支持線１５
がケーブルの長手方向に沿って配設されている。
【００４０】
しかして、外部導体１３の外方には、支持線１５に跨って共通して押出被覆される外被（
以下、「共通外被」という。）１６が設けられ、この共通外被１６により、支持線１５と
共通外被１６とが一体化されている。
【００４１】
ここで、支持線１５として非金属性のものを使用したのは、金属性の支持線を使用すると
、この支持線に、漏洩する電磁波エネルギーが吸収され、これによって、らせん漏洩同軸
ケーブルの布設環境によっては、伝送損失が目標特性を満足しなくなる虞があるからであ
る。従って、この点からすれば、金属性の支持線を設けない方が、電気特性上好ましいこ
とになる。尚、支持線を設けない場合においては、延線時に作用する張力は、前述したよ
うに、ケーブルを構成する外被１４（図１参照）で負担されることになる。
【００４２】
この実施例においては、前述の実施例と同様の作用、効果を有すると共に、延線時および
（または）架線時に作用する張力を非金属性の支持線に負担させることができる。
【００４３】
尚、前述の実施例においては、共通外被によって支持線とケーブルとを一体化した場合に
ついて述べているが、本発明はこのような形態に限定されず、らせん漏洩同軸ケーブルを
支持する支持線があればよい。
【００４４】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルによれば、中央分離帯
の内部や中央分離帯の頂部に設けた管路内に布設した状態で、一つのサービスエリアの長
さが１．５ｋｍ程度となる場合であっても、その全長にわたって、電波法で規定されてい
る最大出力の範囲内で、結合損失を略５０ｄＢ以下で、かつ、伝送損失を略１０ｄＢ／ｋ
ｍにすることができ、換言すれば、離線距離が１５ｍの地点において、６０ｄＢμＶ／ｍ
の電界強度を確保することができる。
【００４５】
また、絶縁体外径の最大径が現行の１６Ｄタイプのケーブルと略同等とすることができる
ことから、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルにおいて、絶縁体外径を現行の１６Ｄタイプ
のケーブルと略同等とすれば、現行の１６Ｄタイプのケーブルを接続するコネクタを使用
することができる。
【００４６】
さらに、本発明のらせん漏洩同軸ケーブルにおいて、非金属性の支持線を有する構造とす
れば、漏洩する電磁エネルギーが前記支持線で吸収されることもなく、かかる支持線で延
線時および（または）架線時に作用する張力を負担させることができる。
【図面の簡単な説明】
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【図１】本発明のらせん漏洩同軸ケーブルの斜視図。
【図２】本発明の他の実施例に係るらせん漏洩同軸ケーブルの斜視図。
【図３】結合損失と伝送損失の関係を示すグラフ。
【図４】中波放送帯を利用した路側通信システムの模式図。
【符号の説明】
１０…磁性コア
１１…内部導体
１２…絶縁体
１３…外部導体
１４…外被
１５…支持線
１６…共通外被

【図１】

【図２】

【図３】
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